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(57)【要約】
【課題】アークの輝点位置を正確に調整することが可能
な内視鏡用光源装置を提供する。
【解決手段】内視鏡１０内に配設された導光ファイバ１
５を介して、該内視鏡の挿入部先端に光を供給する放電
ランプＭＬと、放電ランプの陰極ＭＬＮと陽極ＭＬＰの
間に形成されるアークにローレンツ力を及ぼす磁石ＭＧ
と、を具備する内視鏡用光源装置２０において、放電ラ
ンプの周囲を回転可能かつ磁石を支持する回転部材３０
を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡内に配設された導光ファイバを介して、該内視鏡の挿入部先端に光を供給する放
電ランプと、
　上記放電ランプの陰極と陽極の間に形成されるアークにローレンツ力を及ぼす磁石と、
　を具備する内視鏡用光源装置において、
　上記放電ランプの周囲を回転可能かつ上記磁石を支持する回転部材を備えることを特徴
とする内視鏡用光源装置。
【請求項２】
請求項１記載の内視鏡用光源装置において、
　上記回転部材の上記放電ランプに対する回転方向位置を固定する固定手段を備える内視
鏡用光源装置。
【請求項３】
請求項１または２記載の内視鏡用光源装置において、
　上記放電ランプの外周面に、上記回転部材を回転可能に支持させた内視鏡用光源装置。
【請求項４】
請求項３記載の内視鏡用光源装置において、
　上記放電ランプを支持しかつ互いに離間する一対のヒートシンクを備え、
　一対の上記ヒートシンクの対向面に、上記回転部材の回転軸方向に離間した両端面をそ
れぞれ回転可能に接触させた内視鏡用光源装置。
【請求項５】
請求項１または２記載の内視鏡用光源装置において、
　上記放電ランプを支持しかつ互いに離間する一対のヒートシンクを備え、
　上記ヒートシンクに、上記回転部材を回転可能に取り付けた内視鏡用光源装置。
【請求項６】
請求項２に従属する３または４記載の内視鏡用光源装置において、
　上記固定手段が、
　上記回転部材と上記ヒートシンクの一方に形成した、上記回転部材の回転方向に並びか
つ貫通孔又は凹部からなる複数の係止部と、
　上記回転部材と上記ヒートシンクの他方に設けた、上記係止部と係脱可能なストッパ突
起と、
　を備える内視鏡用光源装置。
【請求項７】
請求項６記載の内視鏡用光源装置において、
　弾性材料からなる上記回転部材に複数の上記係止部を形成し、
　上記ヒートシンクに上記ストッパ突起を設けた内視鏡用光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡用光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用光源装置の一種として、陰極と陽極の間でアークを放電させることによって光
を発生する放電ランプを利用したものがある。
　しかし、通常、放電ランプには製造上の（微少な）誤差があるので、アークの軌跡が安
定せず、放電ランプが発生する光が非平行になることがある。発生する光が平行にならな
い場合は、テレビモニタに映し出される観察対象（人体の体腔壁や機械の内部）の画像が
不明瞭になってしまう。
　このため特許文献１の放電ランプは、放電ランプの近傍に位置する磁石を備えており、
この磁石からアークにローレンツ力を及ぼしてアークの軌跡を安定させている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平６－１０６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、一般的に、放電ランプには製造誤差があるため、同種（同一仕様）の放電ラン
プを多数製造すると、（磁石を設けないときの）各放電ランプの輝点位置にはばらつきが
生じる。そのため、放電ランプに磁石を取り付ける場合には、各放電ランプ毎に磁石の取
付位置を調整する（アークに及ぼすローレンツ力の方向を調整する）のが理想的である。
　しかし特許文献１の内視鏡用光源装置は、磁石の位置を調整するための手段を備えてい
ないので、輝点の位置を正確に調整するのが難しかった。
【０００５】
　本発明は、アークの輝点位置を正確に調整することが可能な内視鏡用光源装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の内視鏡用光源装置は、内視鏡内に配設された導光ファイバを介して、該内視鏡
の挿入部先端に光を供給する放電ランプと、上記放電ランプの陰極と陽極の間に形成され
るアークにローレンツ力を及ぼす磁石と、を具備する内視鏡用光源装置において、上記放
電ランプの周囲を回転可能かつ上記磁石を支持する回転部材を備えることを特徴としてい
る。
【０００７】
　上記回転部材の上記放電ランプに対する回転方向位置を固定する固定手段を備えてもよ
い。
　上記放電ランプの外周面に、上記回転部材を回転可能に支持させてもよい。
　さらに、上記放電ランプを支持しかつ互いに離間する一対のヒートシンクを備え、一対
の上記ヒートシンクの対向面に、上記回転部材の回転軸方向に離間した両端面をそれぞれ
回転可能に接触させてもよい。
【０００８】
　上記放電ランプを支持しかつ互いに離間する一対のヒートシンクを備え、上記ヒートシ
ンクに、上記回転部材を回転可能に取り付けてもよい。
【０００９】
　上記固定手段が、上記回転部材と上記ヒートシンクの一方に形成した、上記回転部材の
回転方向に並びかつ貫通孔又は凹部からなる複数の係止部と、上記回転部材と上記ヒート
シンクの他方に設けた、上記係止部と係脱可能なストッパ突起と、を備えてもよい。
　さらに、弾性材料からなる上記回転部材に複数の上記係止部を形成し、上記ヒートシン
クに上記ストッパ突起を設けてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、放電ランプの周囲を回転可能な回転部材に磁石を支持させている。
　そのため、回転部材を放電ランプに対して回転させて、磁石の放電ランプ（陰極及び陽
極）に対する相対位置を変えることにより、放電ランプのアークの輝点位置を正確に調整
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態の全体構造を示す外観図である。
【図２】プロセッサの一部を破断して示す側面図である。
【図３】図２のIII－III矢線に沿う断面図である。
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【図４】図３のIV－IV矢線に沿う断面図である。
【図５】磁石の位置を変えたときの図３と同様の断面図である。
【図６】磁石の位置を変えたときの図４と同様の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら説明する。なお、以下の説
明中における各方向は図中の矢印方向を基準としている。
　図１に示す電子内視鏡１０（内視鏡）は、操作部１１と挿入部１２を有しており、挿入
部１２の先端部には、操作部１１に設けた湾曲操作装置１３の操作に応じて上下及び左右
方向に湾曲される湾曲部１２ａが設けてある。挿入部１２の先端面には、図示しない観察
窓（対物窓）と照明光学系が設けてある。
【００１３】
　操作部１１からはユニバーサルチューブ１４が延びており、このユニバーサルチューブ
１４の先端に設けたコネクタ部１４ａにはライトキャリングバンドルスリーブ１４ｂが突
設してある。さらに、ライトキャリングバンドルスリーブ１４ｂ、コネクタ部１４ａ、ユ
ニバーサルチューブ１４、操作部１１、及び挿入部１２の内部には導光ファイバ１５が配
設してある。導光ファイバ１５の先端面を構成する出射端面は、挿入部１１の先端内部に
おいて上記照明光学系に接続している。
【００１４】
　プロセッサ２０（内視鏡用光源装置兼画像処理装置）は図１及び図２に示すように、そ
のケーシング２１の前面２１ａに、コネクタ部１４ａのライトキャリングバンドルスリー
ブ１４ｂを差し込むための差込口２２を備えている。ケーシング２１の底板２１ｂの上面
には、差込口２２の直後に位置する起立部材２３が設けてあり、起立部材２３の差込口２
２と対向する位置には支持用孔２３ａが穿設してある。
【００１５】
　図２に示すように、ケーシング２１の底板２１ｂの上面には、起立部材２３の直後に位
置するレンズホルダ２４が固定してある。レンズホルダ２４にはレンズ支持用孔２４ａが
貫通孔として形成してあり、レンズ支持用孔２４ａには２枚の集光レンズＬ１、Ｌ２が前
後に並べて嵌合固定してある。両集光レンズＬ１、Ｌ２の光軸は、差込口２２及び支持用
孔２３ａの各中心を結ぶ直線上に位置している。
【００１６】
　さらに、ケーシング２１の底板２１ｂの上面にはハウジング２５が固定してある。この
ハウジング２５は、ハウジング２５を左右方向に貫通する収容部２６を備えている。収容
部２６の底面には互いに前後方向に離間する一対のヒートシンク２７、２８が載置してあ
る。
　ヒートシンク２７、２８は、金属等の熱伝導性が良好な（ランプＭＬのケースＣより熱
伝導性の高い）材料から構成したものである。前側のヒートシンク２７の前部には水平板
状の複数の放熱用フィン２７ａが上下に並べて形成してあり、後側のヒートシンク２８の
後部には水平板状の複数の放熱用フィン２８ａが上下に並べて形成してある。さらにヒー
トシンク２８の前面の下端近傍にはストッパ突起２９（固定手段）が固定してある。スト
ッパ突起２９は、その中心軸が前後方向に延びる円柱体である。
【００１７】
　前側のヒートシンク２７の後面（後側のヒートシンク２８との対向面）を構成する平面
には嵌合用孔部２７ｂが前後方向に延びる貫通孔として形成してある。一方、後側のヒー
トシンク２８の前面（前側のヒートシンク２７との対向面）を構成するヒートシンク２７
の後面と平行な平面には、嵌合用凹部２８ｂが有底の凹部として形成してある。嵌合用孔
部２７ｂと嵌合用凹部２８ｂの断面形状は互いに同心をなす同径の円形である。嵌合用孔
部２７ｂと嵌合用凹部２８ｂには、ランプＭＬ（放電ランプ）の外形を構成する円筒状の
金属製ケースＣの前端部と後部端がそれぞれ回転不能に嵌合してある。
　このランプＭＬはキセノンランプからなる放電ランプである。ランプＭＬのケースＣの
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内部には本体部ＭＬａが設けてあり、本体部ＭＬａの前面は曲面からなる反射面ＭＬｂを
構成している。さらにランプＭＬは、互いに前後に離間した陽極ＭＬＰと陰極ＭＬＮを具
備しており、ケースＣの前端開口はカバーガラスＣＧにより塞いである。
　ランプＭＬは嵌合用孔部２７ｂ、ハウジング２５の前壁２５ａに穿設された採光孔２５
ｂ（図２参照）、支持用孔２３ａ、及び差込口２２と同軸をなしている。ランプＭＬはケ
ーシング２１の外面に設けたスイッチＳＷ（図２参照）のＯＮ操作により点灯し、ＯＦＦ
操作により消灯するものであり、挿入部１２を体腔内や機械内へ挿入する場合は常に点灯
させるものである。
【００１８】
　ランプＭＬのケースＣの外周面には回転部材３０が装着してある。
　回転部材３０は硬質ゴム製（弾性材料製）の一体成形品であり、前後方向に延びる軸線
を中心とする円筒体である回転筒状部３１と、回転筒状部３１の後端から径方向外側に突
出する環状フランジ部３２と、を一体的に具備している。回転部材３０は、回転筒状部３
１をケースＣの外周面に対して装着する（回転筒状部３１にケースＣを嵌合する）ことに
より、ランプＭＬ（ケースＣ）と着脱可能に一体化させてある。回転筒状部３１の内径は
ケースＣの外径と略同一であり、回転筒状部３１はケースＣに対して回転部材３０の（前
後方向に延びる）回転軸（中心軸）回りに相対回転可能である。また回転筒状部３１の前
端面はヒートシンク２７の後面と当接（面接触）しており、回転筒状部３１の後端面及び
環状フランジ部３２の後面はヒートシンク２８の前面と当接（面接触）している。このよ
うにヒートシンク２７とヒートシンク２８が前後から回転部材３０を挟持しているので、
回転部材３０のランプＭＬに対する前後方向のスライドは規制されている。
　さらに環状フランジ部３２には、回転筒状部３１の中心軸を中心とする周方向に並んだ
多数の係止孔３３（固定手段）が貫通孔として形成してある。図示するように係止孔３３
は断面矩形であり、その短手寸法はストッパ突起２９の外径と略同一である。
　上記したように回転筒状部３１（回転部材３０）はケースＣ（ランプＭＬ）に対して相
対回転可能であり、いずれかの係止孔３３に対してストッパ突起２９が嵌合することによ
り、所定の回転方向位置に保持される。この保持状態から回転筒状部３１（回転部材３０
）をケースＣに対して回転させるためには、回転筒状部３１又は環状フランジ部３２に対
してある程度の大きさの回転力を付与する。するとストッパ突起２９が嵌合していた係止
孔３３の周辺部（環状フランジ部３２の一部）が弾性変形し、当該係止孔３３がストッパ
突起２９から脱出するので、回転筒状部３１（回転部材３０）はケースＣ（ランプＭＬ）
に対して再び相対回転可能になる。そして回転筒状部３１（回転部材３０）が任意の回転
方向位置に到達したときにストッパ突起２９を対向する係止孔３３に嵌合すれば、回転筒
状部３１（回転部材３０）を当該位置に保持できる。
【００１９】
　回転部材３０の回転筒状部３１の外周面には、回転筒状部３１の外周側に向かって延び
る磁石支持部材３５の一端が固定してある。
　この磁石支持部材３５の後面には、プラスチック製の磁石ＭＧが固定ねじＢを利用して
固定してある。
　この磁石ＭＧは、ランプＭＬ内の陽極ＭＬＰと陰極ＭＬＮの間に形成されるアークにロ
ーレンツ力を及ぼすものである。磁石ＭＧからランプＭＬまでの距離、及び磁石ＭＧに要
求される磁力の強さは、ランプＭＬの特性を考慮して決定される。
【００２０】
　次に、このような構成からなる内視鏡システムの動作について説明する。
　スイッチＳＷがＯＦＦの状態で、プロセッサ２０の差込口２２と支持用孔２３ａにライ
トキャリングバンドルスリーブ１４ｂを差し込むと、ライトキャリングバンドルスリーブ
１４ｂの内部に配設された導光ファイバ１５の入射端面１５ａが、集光レンズＬ１、Ｌ２
及び採光孔２５ｂを通してランプＭＬと前後方向に対向する。この状態でスイッチＳＷを
ＯＮにすると、プロセッサ２０が接続する電源（図示略）で発生した電力がランプＭＬに
供給される。すると陽極ＭＬＰの前端部と陰極ＭＬＮの後端部の間に光（アーク）（図４
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、図６参照）が発生し、この光が反射面ＭＬｂによって反射される。反射された光は陽極
ＭＬＰ及び陰極ＭＬＮと平行な平行光としてカバーガラスＣＧを通ってランプＭＬの前方
に照射され、採光孔２５ｂ、集光レンズＬ１、及び集光レンズＬ２を通って差込口２２側
に向かい、導光ファイバ１５の入射端面１５ａに供給される。導光ファイバ１５に供給さ
れた光は、導光ファイバ１５の出射端面から上記照明光学系に供給され、照明光学系を通
して挿入部１２の先端部の外側に出射される。照明光学系によって照らされた被写体を挿
入部１２先端の観察窓を介して観察すると、この被写体の画像がプロセッサ２０に接続さ
れたテレビモニタ（図示略）に映し出される。
【００２１】
　磁石ＭＧは常にランプＭＬのアークにローレンツ力を及ぼす。磁石ＭＧからアークにロ
ーレンツ力が及ぶと、ローレンツ力により輝点位置を移動させることができる。
　しかし、通常、ランプＭＬには製造誤差が存在するため、同種（同一仕様）のランプＭ
Ｌを多数製造すると、（磁石ＭＧを設けないときの）各ランプＭＬの輝点位置にはばらつ
きが生じる。
　そのため、例えば磁石支持部材３５及び磁石ＭＧが図３及び図４の位置（ランプＭＬの
左側）に位置するときにランプＭＬが発生する光が平行でない場合は、上記の要領で回転
部材３０（回転筒状部３１）をランプＭＬ（ケースＣ）に対して相対回転させることによ
り、磁石ＭＧのランプＭＬに対する相対位置を徐々に変更させる。そして、例えば、磁石
支持部材３５及び磁石ＭＧが図５及び図６の位置（ランプＭＬの上側）に位置したときに
ランプＭＬが発生する光が平行光となったら、回転部材３０（回転筒状部３１）のランプ
ＭＬ（ケースＣ）に対する回転方向位置をストッパ突起２９と係止孔３３によって当該位
置に保持する。
　そのため本実施形態によれば、プロセッサ２０に内蔵したランプＭＬが非平行光を発生
する特性を有していても、ランプＭＬが平行光を発生するように、ランプＭＬのアークの
輝点位置を正確に調整することが可能である。そのため電子内視鏡１０の挿入部１２の挿
入対象（人体や機械）の内部を照らすと、観察対象（人体の体腔壁や機械の内部）がテレ
ビモニタに明瞭に映し出される。
【００２２】
　挿入部１２を体腔内や機械内から完全に引き抜いた後に、プロセッサ２０のスイッチＳ
２をＯＦＦにするとランプＭＬが消灯する。
　また、ヒートシンク２７、２８、及び回転部材３０（磁石支持部材３５、磁石ＭＧ）は
ハウジング２５（収容部２６）の外部に取り出すことが可能であり、ハウジング２５の外
部において回転部材３０の前後両端部をヒートシンク２７とヒートシンク２８から分離す
ることが可能である。このようにして回転部材３０をヒートシンク２７、２８から分離す
れば、回転部材３０（磁石支持部材３５、磁石ＭＧ）をランプＭＬ（ケースＣ）から取り
外して、新しい回転部材３０（磁石支持部材３５、磁石ＭＧ）をランプＭＬ（ケースＣ）
に装着することが可能になる。
【００２３】
　以上、本発明を上記実施形態を用いて説明したが、本発明は上記実施形態に限定される
ものではなく、様々な変更を施しながら実施可能である。
　例えば、回転部材３０の回転筒状部３１をヒートシンク２８の前面に対して相対回転可
能に取り付けてもよい。なおこの場合は、回転筒状部３１の内径をケースＣの外径より大
きくしたり（回転筒状部３１の内面とケースＣの外周面の間に比較的大きな隙間を形成し
たり）、回転筒状部３１の前端面をヒートシンク２７の後面から後方に離間させてもよい
。さらに、回転部材３０から回転筒状部３１を省略して環状フランジ部３２に磁石ＭＧを
固定してもよい。
【００２４】
　またヒートシンク２８側に係止孔３３を形成して、環状フランジ部３２側にストッパ突
起２９を突設してもよい。
　さらに、係止孔３３を貫通孔ではなく有底の凹部としてもよい。
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　また回転部材３０の回転方向位置を保持するための固定手段として、ストッパ突起２９
と係止孔３３とは別の構成を採用してもよい。例えば、ヒートシンク２８と回転部材３０
の一方に多数の磁性体を周方向に並べて多数固定し、ヒートシンク２８と回転部材３０の
他方に当該磁性体と吸着可能な磁石を固定してもよい。
　またヒートシンク２７と回転部材３０に、回転部材３０の回転方向位置を保持するため
の固定手段を設けてもよい。
【００２５】
　さらに、ランプＭＬとしてキセノンランプを用いたが、キセノンランプ以外の放電ラン
プによって放電ランプＭＬを構成してもよい。
【符号の説明】
【００２６】
１０　　電子内視鏡（内視鏡）
１１　　操作部
１２　　挿入部
１２ａ　湾曲部
１３　　湾曲操作装置
１４　　ユニバーサルチューブ
１４ａ　コネクタ部
１４ｂ　ライトキャリングバンドルスリーブ
１５　　導光ファイバ
１５ａ　入射端面
２０　　プロセッサ（内視鏡用光源装置）
２１　　ケーシング
２２　　差込口
２３　　起立部材
２３ａ　支持用孔
２４　　レンズホルダ
２４ａ　レンズ支持用孔
２５　　ハウジング
２５ａ　前壁
２５ｂ　採光孔
２６　　収容部
２７　　ヒートシンク
２７ａ　放熱用フィン
２７ｂ　嵌合用孔部
２８　　ヒートシンク
２８ａ　放熱用フィン
２８ｂ　嵌合用凹部
２９　　ストッパ突起（固定手段）
３０　　回転部材
３１　　回転筒状部
３２　　環状フランジ部
３３　　係止孔（固定手段）
３５　　磁石支持部材
Ｂ　　　固定ねじ
Ｃ　　　ケース
ＣＧ　　カバーガラス
Ｌ１　Ｌ２　　集光レンズ
ＭＧ　　磁石
ＭＬ　　ランプ（放電ランプ）
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ＭＬａ　本体部
ＭＬｂ　反射面
ＭＬＰ　陽極
ＭＬＮ　陰極
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